
荒川区オレンジカフェ事業補助金交付要綱 

 

平成２７年３月１６日制定 

２６荒福高第３１２３号 

（副 区 長 決 定） 

平成２８年９月２９日一部改正 

令和２年４月１日一部改正 

令和８年１月１６日一部改正 

令和８年３月３１日一部改正 

 

（通則） 

第１条 荒川区オレンジカフェ事業（以下「オレンジカフェ事業」という。）に対する補助金の交付に

ついては、荒川区補助金等交付規則（昭和６２年荒川区規則第２７号）によるほか、この要綱に定め

るところによる。 

 

（目的） 

第２条 この要綱は、認知症になっても住み慣れた地域でその人らしい生活を継続できるよう、

また家族の介護負担の軽減を図るため、認知症のある人とその家族、地域住民の誰もが参加で

き、集う場所（以下「オレンジカフェ」という。）に要する経費を補助することによって、オレ

ンジカフェを運営する団体の自主的かつ安定的な運営を図り、もって認知症のある人及びその

家族等を支援し、荒川区の認知症対策に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、「認知症のある人」とは、共生社会の実現を推進するための認知症基

本法（令和５年法律第６５号）第１条の認知症の人をいう。 

２ この要綱において、「オレンジカフェ事業」とは、荒川区内において実施する認知症のある人

及びその家族、地域住民、専門職等が参加する集いの場を提供することにより認知症のある人

及びその家族等に対する支援を推進することを目的とした事業をいう。 

 

（補助対象団体） 

第４条 この要綱による補助金の対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は、区内でオレン

ジカフェ事業を行う団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 活動する構成員が３人以上であること。 

 （２） 荒川区内に所在し、事業を着実に実行することができ、適切な事業運営が確保できると区長 

が認める団体であること。 

（３） 医療若しくは介護の専門職である者、認知症サポーター養成講座（「認知症サポーター等養

成事業の実施について」（平成１８年７月１２日付け老計発第０７１２００１号）の別添として定

める認知症サポーター等養成事業実施要綱の３の（１）のアの認知症サポーター養成講座をいう。）

の受講者等、認知症に係る知識を有する者又は認知症のある人を介護した経験を有する者を１人以

上配置できること。 

２ 前項の規定にかかわらず、団体又はオレンジカフェの運営に携わる者が次に掲げるものである場合



は、この要綱に基づく補助金の対象としない。 

（１） 同一世帯の者のみで構成される団体 

（２） 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体 

（３） 暴力団（荒川区暴力団排除条例（平成２４年荒川区条例第２号。以下「暴排条例」という。）

第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（４） オレンジカフェの運営に携わる者に暴力団関係者 （暴排条例第２条第３号に規定する暴力 

団関係者をいう。）に該当する者があるもの 

 （５） 既に荒川区チームオレンジ活動費補助金交付要綱（令和８年４月１日付け７荒福高第５２９

９号）又は荒川区認知症の人等を支える家族団体活動費補助金交付要綱（平成１３年８月１日付け

１３荒保高発４００号）に基づく補助金の交付を受けた団体又は当該補助金の交付の申請を行って

いる団体 

 

（補助対象事業） 

第５条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、オレン

ジカフェ事業のうち次に掲げる要件を満たすものとする。 

（１） 概ね月１回以上継続的に活動が行われることが見込まれること。 

（２） 誰もが参加することができる通いの場を提供していること。 

（３） 法令等を遵守している活動であること。 

（４） 公序良俗に反しない活動であること。 

（５） 営利を目的とせず、かつ、宗教的又は政治的活動を伴わない活動であること。 

（６） 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職をいう。以下

同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦

し、支持し、又はこれらに反対することを目的としない活動であること。 

（７） 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める要件を満たすこと。 

２ 補助対象事業の件数は、１補助対象団体につき、主たる会場１か所ごとに１件として算出す

る。 

 

（補助対象期間） 

第６条 補助金の交付の対象となる期間（以下「補助対象期間」という。）は、第９条の規定によ

る申請をした日の属する年度とする。 

 

（補助対象経費） 

第７条 この要綱による補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象

期間に係る補助対象事業の実施に要する別表に定める経費とする。 

 

（補助金の交付額等） 

第８条 この要綱による補助金の交付額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額（当該額に１，００

０円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、５万円を限度として、区の予算の範囲内

で交付する。 

（１） 補助対象経費の実支出額に別表に定める補助率を乗じて得た額 

（２） 補助対象経費の実支出額からこの要綱の規定により交付を受ける補助金以外の収入金を控除



した額 

２ 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、同一の年度内において１回限りとする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第９条 この要綱による補助金の交付を受けようとする補助対象団体（以下「申請者」という。）

は、補助対象事業１件につき荒川区オレンジカフェ事業補助金交付申請書（別記第１号様式）

に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。 

（１） 団体規約、会則、定款等 

（２） 団体名簿 

（３） 荒川区オレンジカフェ事業実施計画書（別記第２号様式） 

（４） 荒川区オレンジカフェ事業補助金所要額調書（申請用）（別記第３号様式） 

（５） 荒川区オレンジカフェ事業収支予算書（別記第４号様式） 

（６） 補助対象事業の詳細がわかる資料（写真、周知用チラシ等） 

（７） その他区長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付の決定及び通知） 

第１０条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の

可否を決定し、荒川区オレンジカフェ事業補助金交付（決定・却下）通知書（別記第５号様

式）により、申請者に通知するものとする。 

 

（補助条件） 

第１１条 区長は、この補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。 

 

（変更等の申請及び承認） 

第１２条 第１０条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体（以下「補助団体」という。）

は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに荒川区オレンジカフェ事業補助金交付決

定変更(中止・廃止)承認申請書(別記第６号様式)により区長に申請し、その承認を受けるもの

とする。 

（１） 補助対象事業の実施に係る経費、事業内容等に変更が生じ、又は生じるおそれのある

とき。 

（２） 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、

荒川区オレンジカフェ事業補助金交付決定変更（中止・廃止）承認通知書（別記第７号様式）

により、補助団体に通知するものとする。 

３ 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。 

 

（申請の取下げ） 

第１３条 補助団体は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があ

り、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から起算

して１４日以内に、荒川区オレンジカフェ事業補助金交付申請取下書（別記第８号様式）を区

長に提出するものとする。 

 

（補助金の請求等） 



第１４条 補助団体は、第１０条の規定による交付の決定の通知を受けたときは、荒川区オレン

ジカフェ事業補助金請求書（別記第９号様式）を区長に提出するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

 

（実績報告） 

第１５条 補助団体は、補助対象事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終

了したとき、又は第１２条第２項の規定により事業の中止の承認を受けたときは、荒川区オレ

ンジカフェ事業実績報告書（別記第１０号様式）に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しな

ければならない。 

（１） 荒川区オレンジカフェ事業実施報告書（別記第１１号様式） 

（２） 荒川区オレンジカフェ事業補助金所要額調書（実績報告用）（別記第１２号様式） 

（３） 荒川区オレンジカフェ事業収支決算書（別記第１３号様式） 

（４） 補助対象事業に要した費用が記載された領収書の写し等 

（５） 実施事業の詳細が分かる資料(実施事業の写真、配布資料等) 

（６） その他区長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１６条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、その報告に係る書類の

審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の

交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区オレンジカフェ事業補助金交付額確定

通知書（別記第１４号様式）により、補助団体に通知するものとする。 

 

(是正のための措置) 

第１７条 区長は、前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容

及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき期日を指定して、こ

れに適合させるための措置を取るべきことを補助団体に命じることができる。 

 

（災害発生等やむを得ない事態時の経費支払い） 

第１８条  区長は、災害等の発生によりやむを得ない事態が生じた場合において、オレンジカフ

ェ事業を実施し、又は中止するために、修繕、撤去、賠償等に要する新たな経費が生じること

となったときには、当該追加経費の実支出額の２分の１の額について１００，０００円を限度

として補助金を交付することができる。 

 

（委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 



附 則 
１ 第１条から第３９条までの改正は、公布の日から施行する。 
２ 前項の施行の際現にある改正前の様式により調製した用紙は、当該施行後においても当分の間、
所要の修正を加え使用することができる。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第７条、第８条関係） 

（補助対象経費及び補助金の算定基準） 

補助対象経費 補助対象経費詳細 補助率 

報償費 講演会及び学習会の講師等謝礼金 

１０分の１０ 
使用料及び賃借料 会場使用料、機器・物品賃借料等 

印刷製本費 周知用チラシ、パンフレット等の印刷費 

役務費 切手・はがき代、通信料、保険料、手数料等 

消耗品費 
事務用品等の物品購入費、会議費等（単価が３０,０００円

未満のもの） 
２分の１ 

 

別紙（第１１条関係） 

 

補助条件 

 

第１ 申請の取下げ 

補助団体は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交

付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から１４日以内に、荒川区オレ

ンジカフェ事業補助金交付申請取下書（別記第８号様式）を区長に提出するものとする。 

 

第２ 事情変更による決定の取消し等 

１ 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決

定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するこ

とができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでな

い。 

２ １の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付

の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限

る。 

 

第３ 承認事項 

 補助団体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければなら

ない。ただし、（１）及び（２）に掲げる事項のうち、軽微なものについては、この限りではな

い。 

 （１） 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

 （２） 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

 （３） 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 



第４ 事故報告等 

 補助団体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった

場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなけれ

ばならない。 

 

第５ 補助団体に関する調査 

区長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助団体に対し、報告を求め、又は実地

に調査を行うことができる。この場合において、補助団体は、当該報告の求め又は調査に応じなければ

ならない。 

 

第６ 補助事業の遂行命令 

１ 区長は、第５の規定による報告及び調査、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１条第２

項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って

遂行されていないと認めるときは、補助団体に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきこ

とを命ずることができる。 

２ 補助団体が、１の命令に違反したときは、区長は、補助団体に対して、当該補助事業の一時停止を

命ずることができる。 

 

第７ 実績報告 

１ 補助団体は、補助対象事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了した

とき、又は事業の中止の承認を受けたときは、荒川区オレンジカフェ事業実績報告書（別記第

１０号様式）に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

（１） 荒川区オレンジカフェ事業実施報告書（別記第１１号様式） 

（２） 荒川区オレンジカフェ事業補助金所要額調書（実績報告用）（別記第１２号様式） 

（３） 荒川区オレンジカフェ事業収支決算書（別記第１３号様式） 

（４） 活動に要した費用が記載された領収書の写し等 

（５） 実施事業の詳細が分かる資料(実施事業の写真、配布資料等) 

（６） その他区長が必要と認める書類 

２ 区長は、１の実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。 

 

第８ 是正のための措置 

１ 区長は、第７の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補

助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業に

つき期日を指定して、これに適合させるための措置を取るべきことを補助団体に命じることが

できる。 

２ 第７の規定による実績報告は、１の命令により必要な措置をとった場合においても、これを

行なわなければならない。 

 

第９ 補助金の交付の決定の取消し 

区長は、補助団体が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す

ことができる。補助金の交付額が確定した後においても、同様とする。 

（１） 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 



（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。 

（４） 暴力団（荒川区暴力団排除条例（平成２４年荒川区条例第２号。以下「暴排条例」という。）

第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）に該当するとき。 

（５） 構成員に暴力団関係者（暴排条例第２条第３号に規定する暴力団関係者をいう。）が含まれ

るとき。 

 （６） 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。 

 

第１０ 補助金等の返還 

１ 補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部

分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長は、補助団体に対し、期限を定めてその返還を

命ずることができる。 

２ 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき

も、また同様とする。 

 

第１１ 違約加算金及び延滞金 

１ 第９の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第１０の規定によりその返還

を命じられたときは、補助団体は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、

当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額）

につき、年１０.９５パーセントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付

しなければならない。 

２ 第１０の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかった

ときは、補助団体は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年１０.９５パ

ーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。 

 

第１２ 違約加算金の計算 

１ 補助金等が２回以上に分けて交付されている場合における第１１の１の規定の適用については、返

還を命じた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がそ

の日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受

領の日において受領したものとする。 

２ 第１１の１の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助団体の納付した金額が返還

を命じた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金等の額に充て

るものとする。 

 

第１３ 延滞金の計算 

第１１の２の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付

額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額

は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 

第１４ 他の補助金等の一時停止等 



区長は、補助団体が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金

の全部又は一部を納付しない場合において、補助団体に対して、同種の事務又は事業について交付すべ

き補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額と

を相殺するものとする。 

 

第１５ 財産の管理義務 

補助団体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意を持

って管理をするとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

 

第１６ 財産処分の制限 

補助団体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、「補助金等により取得し、

又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成２０年７月１１日付け厚生労働省告示第３８４号)に定

める期間を経過するまで、区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

 

第１７ 財産処分に伴う収入の納付 

区長の承認を受けて第１５に定める財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部

又は一部を区に納入させることがある。 

 

第１８ 関係書類の作成保管 

補助団体は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算などを明らかにした書類を作成し、これを事

業完了後５年間保管しなければならない。 

 

第１９ その他の留意事項 

 （１） 個人情報保護法の規定等を踏まえ、利用者及びその家族の個人情報やプライバシーの

尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らし

てはならない。 

 （２） 茶菓等を提供する際は、食品衛生法その他の関係法令の規定を遵守し、衛生管理に留

意しなければならない。 

 （３） 地域包括支援センターや介護サービス事業所等、また地域の関係者等と連携を図り、

地域に開かれた場になるように努めなければならない。 

 （４） 地域住民が認知症の人やその家族と出会う場となり、認知症について正しい理解を深

める場となるように努めなければならない。 

 （５） 本事業の周知を積極的に行わなければならない。 

 （６） 本事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区別しなければならない。 

 

第２０ 公表 

区長は、交付の決定の通知後、次に掲げる事項を補助団体ごとに公表することができる。 

（１） 補助団体の名称、住所、連絡先等の概要 

（２） 補助団体のサービスの内容 

（３） 補助団体のサービスの提供時間 



（４） 補助団体のサービスの提供範囲 

（５） 補助団体のサービスを利用する対象者が負担する費用 

（６） 補助団体のサービスの利用に関する連絡先 

（７） その他補助団体のサービスの利用に関して必要な事項 

 

第２１ その他 

１ 補助団体は、地域との結び付きを重視するとともに、区及び地域包括支援センター等の関係機関と 

連携して運営を行わなければならない。 

２ 補助団体は、サービスの提供に当たり発生する事故等については、補助団体の責務において適切に 

対応しなければならない。 

３ 補助団体は、区が活動報告及び活動団体等の相互の交流、意見交換等をする機会として、活動報告 

会を開催する場合には、これに出席し、活動状況を報告しなければならない。 



 

別記第１号様式（第９条関係） 

 

                           年   月   日 

荒川区長 殿 

 

カ フ ェ 名         

団 体 名        

連 絡 先       

住 所        

代 表 者 名        

  

 

荒川区オレンジカフェ事業補助金交付申請書 

 

 

   年度における荒川区オレンジカフェ事業補助金について、下記のとおり交付を申請 

します。 

 

記 

   

 

１  実施内容   別紙 荒川区オレンジカフェ事業実施計画書等のとおり 

 

  ２ 申請金額                 円 

 

＊荒川区オレンジカフェ事業補助金所要額調書（申請用）に基づき算定した額を記入すること。 

 



 

別記第２号様式（第９条関係） 

 

荒川区オレンジカフェ事業実施計画書 

 

１ カフェ名                            

 

２ 会場名                            

 

３ 会場住所  荒川区                       

         

４ 年間実施予定日と行事予定 

実施予定日    年  月～  年  月（毎  曜日      年間  回） 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 

行事予定 

日程 内容 

  

  

  

 

５ 運営スタッフ 

氏名 開催時連絡先＊ 

   

   

   

   

   

     ＊事業開催中の連絡先となるスタッフに◎印と電話番号を記載のこと 

 

６ 一日のタイムスケジュール 

時 間 実施内容 備考 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



別記第3号様式（第9条関係）
0 年度

荒川区オレンジカフェ事業補助金所要額調書（申請用） 団体名 0

報償費 0 円 0 円

使用料及び賃借料 0 円 0 円

印刷製本費 0 円 0 円

役務費 0 円 0 円

需用費（消耗品費、会議費等） 0 円 0 円

計 0 円 0 円

0 円 0 円 0 円

補助対象経費

A

5割

経費別内訳

区補助算定額
（BDのうち少ない額）

上限：50,000円

本補助金以外の収入額
C

補助算定基準額

B(=A×補助率）(端数切捨て）

区補助
充当上限額
D(=A-C)

(下限0円)

補助率

10割



別記第4号様式（第9条関係）

 年度 荒川区オレンジカフェ事業収支予算書

内容（単価、人数、個数等の積算根拠） 内容（単価、人数、個数等の積算根拠）

0 円 円

0 円 円

円 円

円 円

円 円

その他 （ ） 円 その他 （ ） 円

（ ） 円 （ ） 円

（ ） 円 （ ） 円

（ ） 円 （ ） 円

0 円 支出額計Bに同じ 0 円 収入額計Aに同じ

団体名

経費名

【支　出】【収　入】

経費名 金額金額

報償費

使用料及び賃借料

印刷製本費

収入額計　A

企業等の協賛金・寄付金

荒川区オレンジカフェ事業補助金

団体自己資金（自己負担分）

参加費等利用者負担金

本補助金以外の補助金

支出額計　B　

役務費

需用費（消耗品費、会議費等）



 

別記第５号様式（第１０条関係） 

  第   号 

  年  月   日 

 

カ フ ェ 名 

団 体 名 

連 絡 先 

住 所 

代 表 者 名            様 

 

                             荒川区長 

 

 

荒川区オレンジカフェ事業補助金交付（決定・却下）通知書 

 

 

   年   月  日付けで申請のあった補助金について、下記のとおり交付を 

（決定・却下）したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定額                円 

 

２ 交付条件 

別紙 補助条件のとおり 

 

３ 却下理由 

 

 

 

  



 

別記第６号様式（第１２条関係） 

 

                           年   月   日 

 

荒川区長 殿 

 

カ フ ェ 名     

団 体 名     

連 絡 先     

住 所     

代 表 者 名     

 

荒川区オレンジカフェ事業補助金交付決定変更（中止・廃止）承認申請書 

 

 年 月 日 第 号で決定のあった荒川区オレンジカフェ事業補助金について、下記の理由によ

り変更（中止・廃止）します。 

 

記 

 

変更（中止・廃止）理由 

 

  



 

別記第７号様式（第１２条関係） 

 

                           年   月   日 

 

荒川区長 殿 

カ フ ェ 名     

団 体 名     

連 絡 先     

住 所       

代 表 者 名     

 

荒川区オレンジカフェ事業補助金交付決定変更（中止・廃止）承認通知書 

 

 年 月 日 第 号で変更（中止・廃止）申請のあった荒川区オレンジカフェ事業補助金につい

て、下記のとおり変更（中止・廃止）することを承認したので、通知します。 

 

記 

 

 変更（中止・廃止）承認内容 

 

  



 

別記第８号様式（第１３条関係） 

 

                           年   月   日 

 

荒川区長 殿 

 

カ フ ェ 名     

団 体 名     

連 絡 先     

住 所     

代 表 者 名     

 

荒川区オレンジカフェ事業補助金交付申請取下書 

 

 年 月 日 第 号で決定のあった荒川区オレンジカフェ事業補助金について、下記の理由によ

り取り下げします。 

 

記 

 

取下げ理由 

 

 

 



 

別記第９号様式（第１４条関係） 

 

 

請 求 書 
 

金      円 

 

 

ただし、  年  月  日付け     第   号で交付決定を受けた荒川区 

オレンジカフェ事業補助金として、上記の金額を請求します。 

 

＜支払い希望先＞ 

 

 

 

                       

       カ フ ェ 名     

団 体 名     

連 絡 先     

住 所     

代 表 者 名     

 

荒 川 区 長 殿 

金融機関名 
 

支店名 
 

支店 

口座種別 普通 ・ 当座 口座名義人 
 

口座番号 

(7 桁で記入) 

       

  年  月  日 



 

別記第１０号様式（第１５条関係） 

                           年   月  日 

 

荒川区長        殿 

 

                    カ フ ェ 名     

団 体 名     

連 絡 先     

住 所     

代 表 者 名     

 

荒川区オレンジカフェ事業補助金実績報告書 

 

     年  月  日付け   第   号で補助金の交付を受けた事業が完了

しましたので、下記のとおり報告いたします。 

                                  

記 

 

 

１ 事業実施内容 別紙 荒川区オレンジカフェ事業実施報告書等のとおり     

 

２  補助金精算額                  円 

＊ 荒川区オレンジカフェ事業補助金所要額調書（実績報告用）に基づく区補助算定額を記入

すること。 

 

 添付書類  

   （１） 

   （２） 

   （３） 



 

別記第１１号様式（第１５条関係） 

 

荒川区オレンジカフェ事業実施報告書 

 

１ カフェ名           

 

２ 実施日・内容・参加者数等 

 実施日 開催時間 参加人数 内従事者数 行事・認知症に関する相談・関係機関連絡等 

4

月 

日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  

5

月 

日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  

6

月 

日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  

7

月 

日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  

8

月 

日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  

9

月 

日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  

10

月 

日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  

11

月 

日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  

12

月 

日 ～  人    人  
日 ～  人    人  



 

日 ～  人    人  
日 ～  人    人  

1

月 

日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  

2

月 

日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  

3

月 

日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  
日 ～  人    人  

計 回   人    人  

 

３ 連携・協力機関等（例：地域包括支援センターなど） 

 

 

 

 

４ その他特記事項 

 

  



別記第12号様式（第15条関係）
0 年度

荒川区オレンジカフェ事業補助金所要額調書（実績報告用） 団体名 0

報償費 0 円 0 円

使用料及び賃借料 0 円 0 円

印刷製本費 0 円 0 円

役務費 0 円 0 円

需用費（消耗品費、会議費等） 0 円 0 円

計 0 円 0 円

0 円 0 円

0 円 0 円

補助算定基準額

B(=A×補助率）(端数切捨て）

区補助
充当上限額
D(=A-C)

(下限0円)

経費別内訳

補助対象経費

A

補助率

10割

既交付済額
E

区補助算定額
（BDEのうち少ない額）

※上限：50,000円

5割

本補助金以外の収入額
C



別記第13号様式（第15条関係）

0  年度 荒川区オレンジカフェ事業　収支決算書

内容（単価、人数、個数等の積算根拠） 内容（単価、人数、個数等の積算根拠）

0 円 円

0 円 円

円 円

円 円

円 円

その他 （ ） 円 その他 （ ） 円

（ ） 円 （ ） 円

（ ） 円 （ ） 円

（ ） 円 （ ） 円

0 円 支出額計Dに同じ 0 円 収入額計Aに同じ支出額計　B　

役務費

需用費（消耗品費、会議費等）

収入額計　A

荒川区オレンジカフェ事業補助金

団体自己資金（自己負担分）

参加費等利用者負担金

本補助金以外の補助金

企業等の協賛金・寄付金

報償費

使用料及び賃借料

印刷製本費

団体名 0

【収　入】 【支　出】

経費名 金額 経費名 金額



 

別記第１４号様式（第１６条関係） 

 

第    号 

年   月   日 

 

カ フ ェ 名 

団 体 名 

連 絡 先 

住 所 

代 表 者 名             様 

 

 

                        荒川区長  

 

 

 

荒川区オレンジカフェ事業補助金額確定通知書 

 

年   月  日付け   第   号で交付決定しました荒川区オレンジカフェ事業

補助金について、実績報告書の内容を審査した結果、当該補助金に関わる補助事業の成果が交付決定の内

容に適合するものと認められるので荒川区オレンジカフェ事業補助金交付要綱第１６条の規定に基づき、

下記のとおり額を確定し、通知いたします。 

 

 

 

記 

 

 

１ 交付済額                        円 

 

２ 確定額                         円 

 

３ 返還額                         円 

 

＊残金は  年  月  日までに区に戻し入れ願います。 


